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平成２５年６月５日（第１日） 

開議 １３時００分  

○議長 川野 高實君  

 只今から、平成２５年第５回鞍手町議会定例会を開会します。  

 町長より行政報告の申し出があっていますのでこれを許可します。  

 町長。 

○町長 德島 眞次君  

 ＲＤＦ発電事業の延長問題について行政報告をさせて頂きます。  

 平成１４年度よりスタートしましたごみ固形燃料化、いわゆるＲＤＦ方式につきましては、

平成２９年度までを事業期間としています。  

事業期間の満了を迎える平成３０年４月以降の事業継続につきましては、参加組合、大牟田

リサイクル発電株式会社と、事業期間満了の３年前までに協議することとなっています。  

こういった状況から、平成２３年６月議会で、宮若市外二町じん芥処理施設組合では、今

後の対応としまして、１０年の稼動延長を前提としながらも、福岡県及び電源開発に対し、

ＲＤＦの計画搬入量の確保や大牟田リサイクル発電株式会社に対する出資金の放棄の働きか

けなどに取り組み、少しでも処理委託料の圧縮を図っていくこととして行政報告させていた

だきました。 

しかし、今回、福岡県から、平成２５年３月から再生可能エネルギー発電の固定価格買取

制度の適用が受けられることから平成２５年度よりＲＤＦ処理委託料が値下がりになり、発

電事業の延長問題は、この買取制度の適用がなくなる平成３４年度までの５年延長として、

５月２９日に発電事業運営協議会で事業延長に参加する団体で延長する決定をした旨の報告

がありました。  

 提示された５年延長の決定事項は、宮若市外二町じん芥処理施設組合の延長方針でありま

す３点、 

・事業延長に伴うＲＤＦ処理委託料の値上げが行われないこと。  

・組合市町の負担金総額が増えないこと。  

・ごみ燃料化処理費用が一定額以内に収まること  

の範囲内であります。  

また、平成３５年度以降の可燃物の処理方法については、ごみ処理施設は「迷惑施設」と

言われ、建設場所の確保が非常に難しく、新規の施設建設には多くの時間と多額の財政負担

が必要とされるため、このことを十分に認識し、既存施設の有効活用やごみ処理の将来像の

具体化に向け、「平成３５年問題」と位置付け、具体的な検討に入っていくことにいたしてお

りますので、その検討状況を見ながら必要に応じて議会に対して報告を行っていきます。  

以上、ＲＤＦ発電事業の延長問題についての行政報告を終わります。  

○議長 川野 高實君  

 以上で行政報告を終わります。  



 2 

 まず、町長より提出されております平成２４年度鞍手町繰越明許費繰越計算書の報告、平

成２５年度鞍手町水防計画書及び第５期鞍手町高齢者保健福祉計画書と、監査より提出され

ております例月現金出納検査報告書をお手元に配布していますのでご確認下さい。  

 次に、本日まで受理しました陳情２件はお手元に配布しています陳情文書表のとおり、所

管の常任委員会に付託しますので報告しておきます。  

 これより日程に入ります。  

 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。  

会議録署名議員は、会議規則第１２４条の規定により、議長において９番議員 久保田正之

君及び１０番議員 武谷保正君を指名します。  

 次に進みます。  

 日程第２ 会期の決定を議題とします。  

今期定例会の会期は、本日から６月１８日までの１４日間としたいと思います。  

 これにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

ご異議なしと認めます。よって会期は本日から６月１８日までの１４日間に決定しました。  

 次に進みます。  

 日程第３ 鞍手町土地開発公社の平成２４年度事業結果及び決算並びに平成２５年度事業

計画及び予算の報告を議題とします。  

 町長の報告を求めます。  

 町長。 

○町長 德島 眞次君  

 この報告につきましては、企画財政課長より報告をさせますのでよろしくお願いいたしま

す。 

○議長 川野 高實君  

三戸企画財政課長｡ 

○企画財政課長 三戸 公則君  

 町長に代わりまして、鞍手町土地開発公社の平成２４年度事業結果及び決算書並びに平成

２５年度事業計画及び予算の概要についてご報告いたします。  

 お手元に配布しております平成２４年度鞍手町土地開発公社決算書の１頁をお開き下さい。 

１頁は平成２４年度事業報告書です。  

（１）の総括事業ですが、平成２４年度における土地の取得及び処分はございませんでした。

その他の事業としましては何も行いませんでした。  

 ２頁をお開き下さい。  

左側の（１）事業収入に関する事項です。  

 事業外収益として、受け取り利息が２１万６，９８５円となっています。  

右側の（２）事業費に関する事項です。  
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販売費及び一般管理費が５万８，５００円となっています。  

 ３頁をお開き下さい。  

左の欄をご覧下さい。財産目録ですが、基本財産として鞍手町出資金５００万円となってい

ます。 

右の欄の損益計算書ですが、販売費及び一般管理費と事業外収益を調整した１５万８，４８

５円が当期純利益となっております。 

 ４頁をお開き下さい。  

貸借対照表です。資産の部として現金預金１億１，４６１万１，１１９円、公有用地０円、

固定資産の長期定期預金５００万円を合わせた資産の合計は１億１，９６１万１，１１９円

となっています。  

 負債の部は、未払金、短期借入金ともに０円で負債合計０円となっております。 

 次に、資本の部は、基本財産５００万円に前期繰越準備金１億１，４４５万２，６３４円

と、当期純利益１５万８，４８５円を合わせた資本の合計が１億１，９６１万１，１１９円

となり、負債資本合計が１億１，９６１万１，１１９円となっております。 

 ５頁をお開き下さい。  

 キャッシュフロー計算書です。この計算書は貸借対照表と損益計算書を補足するもので、

一会計期間における現金の上限を示した計算書です。  

 計算書の右下欄に記載しております、Ⅵ  現金及び現金同等物期末残高と４頁、貸借対照表

の流動資産の（１）現金預金が１億１，４６１万１，１１９円で一致することとなっており

ます。 

 以上が平成２４年度鞍手町土地開発公社の決算の報告です。  

 次に、平成２５年度事業計画及び予算についてご報告いたします。  

平成２５年度鞍手町土地開発公社事業計画及び予算書の１頁をお開き下さい。  

第２条の事業計画ですが、現在所有している土地はありません。また平成２５年度で新規

に土地を取得する計画もございません。その他の事業を行う計画もございません。  

 第３条で定めています収益的収入及び支出では、収入として事業外収益を１４８万７，０

００円、支出では販売費及び一般管理費、予備費の支出合計で１４８万７，０００円を計上

し、収入支出を同額としています。  

 以上が平成２５年度鞍手町土地開発公社の予算です。  

 尚、平成２４年度決算と平成２５年度予算は、鞍手町土地開発公社理事会で承認されてお

ります。 

以上ご報告いたしますが、詳細はお手元に差し上げております関係書類をご参照頂きます

ようお願い申し上げます。以上です。  

○議長 川野 高實君  

 これで報告を終わります。  

 次に進みます。  
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日程第４ 人権擁護委員候補者の推薦に関する協議を議題とします。  

 別紙のとおり議会の意見を求められています。  

 これから質疑を行います。  

人権擁護委員候補者の推薦に関する協議について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 お諮りします。  

人権擁護委員候補者の推薦に関する協議については、会議規則第３８条第３項の規定により、

委員会付託を省略したいと思います。  

 これにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

ご異議なしと認めます。よって人権擁護委員候補者の推薦に関する協議については、委員会

付託を省略することに決定しました。  

 これから討論を行います。  

人権擁護委員候補者の推薦に関する協議について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 これから採決を行います。  

人権擁護委員候補者の推薦に関する協議について、原案を適当と認め、原案どおり決定し通

知することにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

ご異議なしと認めます。よって原案を適当と認めることに決定しました。  

 次に進みます。  

日程第５ 議案第４４号から日程第１１ 議案第５０号までの７件を一括して議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。  

 町長。 

○町長 德島 眞次君  

 日程第５ 議案第４４号から日程第１１ 議案第５０号までの７件について、一括して提

案説明を申し上げます。  

日程第５ 議案第４４号は、専決第３号 平成２４年度鞍手町一般会計補正予算第９号で

あります。 

本補正予算は、国の財政手続きの関係から国、県支出金、地方譲与税及び県交付金並びに

地方交付税等の確定が遅れたことや歳出の執行残の減額等により、３月３１日付けで専決処

分を行ったものであります。  

歳入歳出それぞれ１億９ ,０００万８千円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ７０億２ ,

５３９万７千円といたしました。  
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補正の主なものを申し上げますと、歳入では、１款 町税のうち４項 町たばこ税で２ ,４１

２万８千円、６款 地方消費税交付金で１ ,１６８万５千円、１０款 地方交付税のうち特別

交付税が確定し、１億３ ,５２９万９千円などを追加しております。  

また、歳出では、室木小学校の火災による文教施設災害復旧費が確定したことに伴い３ ,

０１６万６千円を追加しておりますが、他の歳出予算の執行残による減額を行っており、歳

入歳出における不用額につきましては、将来の公債費財源とするため減債基金へ積み立てる

こととして、歳入歳出予算を調製しております。  

なお、平成２４年度鞍手町流域関連公共下水道事業において、岩盤層の粘性が強かったため

工事が遅れたことに伴い、鞍手町流域関連公共下水道事業特別会計予算の一部が繰越明許と

なったことに伴い、８款 土木費 ６項 都市計画費の鞍手町流域関連公共下水道事業特別

会計繰出金のうち、これに起因する特定財源分３３０万円を、及び室木小学校の災害復旧工

事費３ ,０１６万６千円につきましても、平成２４年度内に工事が完了できなかったことから、

繰越明許費として計上しております。  

次に、日程第６ 議案第４５号は、専決第４号 平成２４年度鞍手町国民健康保険事業特

別会計補正予算第５号であります。  

本補正予算は、直営診療施設に対する特別調整交付金及び一般被保険者保険税等還付金の

追加に伴い、国庫支出金及び諸支出金の補正要因を調整し、３月３１日付けで専決処分を行

ったものであります。  

歳入歳出それぞれ２１２万２千円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ２３億３ ,６３４

万６千円といたしました。  

次に、日程第７ 議案第４６号は、専決第５号 平成２４年度鞍手町流域関連公共下水道

事業特別会計補正予算第５号であります。  

本補正予算は、平成２４年度鞍手町流域関連公共下水道事業特別会計の歳入歳出額が確定

したことに伴い、３月３１日付けで専決処分を行ったものであります。  

歳入歳出それぞれ４０３万１千円を減額し、予算総額を歳入歳出それぞれ６億５ ,０７２万４

千円といたしました。  

次に、日程第８ 議案第４７号は、専決第６号 平成２４年度鞍手町かんがい施設維持管

理運営費特別会計補正予算第１号であります。  

本補正予算は、歳入歳出額が確定したことに伴い、３月３１日付けで専決処分を行ったも

のであります。  

歳入歳出それぞれ４５２万６千円を減額し、予算総額を歳入歳出それぞれ５ ,１４９万２千円

といたしました。  

次に、日程第９ 議案第４８号は、専決第７号 平成２４年度鞍手町谷山池パイプライン

水利施設維持管理運営費特別会計補正予算第１号であります。  

本補正予算は、歳入歳出額が確定したことに伴い、３月３１日付けで専決処分を行ったも

のであります。  
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歳入歳出それぞれ２３９万１千円を減額し、予算総額を歳入歳出それぞれ５３９万９千円と

いたしました。  

次に、日程第１０ 議案第４９号は、専決第８号 平成２４年度鞍手町中山西区用地造成

事業特別会計補正予算第２号であります。  

本補正予算は、歳入歳出額が確定したことに伴い、３月３１日付けで専決処分を行ったも

のであります。  

歳入歳出それぞれ１万円を減額し、予算総額を、歳入歳出それぞれ５ ,８４５万７千円といた

しました。 

次に、日程第１１ 議案第５０号は、専決第９号 平成２４年度鞍手町泉水団地改良住宅

移設事業特別会計補正予算第２号であります。  

本補正予算は、平成２４年度鞍手町泉水団地改良住宅移設事業特別会計の歳入歳出額が確

定したことに伴い、３月３１日付けで専決処分を行ったものであります。  

歳入歳出それぞれ１ ,３３５万１千円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ５億４ ,５９６

万９千円としました。  

以上が、日程第５ 議案第４４号から  日程第１１ 議案第５０号までの７件の提案説明

であります。 

ご審議の上、ご承認のほど、よろしくお願いいたします。  

○議長 川野 高實君  

 本案に対する質疑は後日行います。  

 次に、日程第１２ 議案第５１号から日程第１５ 議案第５４号までの４件を一括して議

題とします。 

 提案理由の説明を求めます。  

 町長。 

○町長 德島 眞次君  

日程第１２  議案第５１号から日程第１５  議案第５４号までの４件について、一括して提

案説明を申し上げます。  

日程第１２   議案第５１号は、平成２５年度鞍手町一般会計補正予算第１号であります。 

本補正予算は、風しんの全国的な流行により、妊娠中の女性が感染した場合に新生児に悪

影響を及ぼす恐れがあることから、子育て支援の一環として、風しんワクチンの予防接種に

対する助成制度を実施することや、緊急雇用創出事業臨時特例基金事業を活用し、起業後１

０年以内の民間企業等に対し、公募提案型による新たな地域支援事業を実施すること、さら

には町内商工業の活性化を図るため、商工会が取り組む地域経済活性化支援事業、いわゆる

プレミアム商品券発行に対する補助金などを追加しております。  

なお、このプレミアム商品券につきましては、住宅リフォームに対するプレミアム商品券

分も含めて計上しております。  

これらの補正要因を調製し、歳入歳出それぞれ５ ,６３０万８千円を追加して、予算総額を歳
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入歳出それぞれ７９億２ ,０８９万１千円といたしました。  

次に、日程第１３ 議案第５２号は、平成２５年度鞍手町流域関連公共下水道事業特別会

計補正予算第１号であります。  

本補正予算は、４月の人事異動に伴う人件費等の調整を行っております。  

歳入歳出それぞれ１８万円を減額し、予算総額を歳入歳出それぞれ７億２ ,９５１万９千円と

いたしました。  

次に、日程第１４ 議案第５３号は、平成２５年度鞍手町泉水団地改良住宅移設事業特別

会計補正予算第１号であります。  

本補正予算は、総務管理費の共済費と移転先用地の購入価格が確定したことによる調製を

行っております。  

歳入歳出それぞれ１ ,２４１万８千円を減額し、予算総額を歳入歳出それぞれ１１億１ ,１１

４万５千円としました。  

日程第１５ 議案第５４号は、平成２５年度鞍手町水道事業会計補正予算第１号でありま

す。 

本補正予算は、４月の人事異動に伴い、予算第３条の収益的収入及び支出において、収入

予算の補正はありませんが、支出予算では７４万５千円を減額し、支出予算総額を３億４ ,

２００万１千円といたしました。 

以上が、日程第１２ 議案第５１号から日程第１５ 議案第５４号までの４件の提案説明

であります。 

ご審議の上、ご協賛のほど、よろしくお願いいたします。  

○議長 川野 高實君  

 本案に対する質疑は後日行います。  

 次に、日程第１６ 議案第５５号を議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 町長。 

○町長 德島 眞次君  

 日程第１６ 議案第５５号について、提案説明を申し上げます。  

日程第１６ 議案第５５号は、鞍手町工場等設置奨励に関する条例に基づく平成２５年度

固定資産税の課税免除であります。  

本議案は、鞍手町工場等設置奨励に関する条例の規定に基づく平成２５年度分の固定資産税

の課税免除について、藤井精工株式会社より増設に係る申請がありましたので、課税免除措

置を講じるものであります。  

以上が、日程第１６ 議案第５５号の提案説明であります。  

ご審議の上、ご協賛のほど、よろしくお願いいたします。  

○議長 川野 高實君  

 本案に対する質疑は後日行います。  
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 この際、休会についてお諮りします。  

明日６日から９日までの４日間を休会としたいと思います。  

 これにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

ご異議なしと認めます。よって明日６日から９日までの４日間を休会とすることに決定しま

した。 

 以上をもって本日の日程は全部終了しました。  

 本日はこれをもって散会します。  

散会 １３時２６分  

 


